仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都市消防学校　教育管理課
（担当:京都市消防学校 川妻・米田075-682-0119）
１　品名、仕様、数量等
　　訓練用車両３台の借上げ。
詳細は、別紙「訓練用車両借上仕様書」のとおり。

２　納入期限
　　令和８年２月６日（金）

３　納入場所
　　京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内２１－３
　　京都市消防学校教育管理課

４　見積書の提出方法等
　⑴　見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
　⑵　見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。
3  見積書は、令和７年１２月１８日（木）までに、郵送、持参、ＦＡＸ（075-671-1195）
またはメール（kyoikukanri-shobo@city.kyoto.lg.jp）のいずれかの方法により、教育
管理課（担当：川妻・米田）まで提出してください。
また、見積書には必ず担当者の氏名（フルネーム）及び連絡先を記入してください。
4 契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。

５　その他
　　この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議すること。

別紙
訓練用車両借上仕様書

京都市消防局

本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）が実施する訓練に使用する車両（以下「訓練車両」という。）の借上げについて必要な事項を定めるものである。

１　訓練車両の種別等
外観上、大きな欠損がない程度※の自走式の乗用自動車３台。ただし、当該車両は、下記４「訓練車両の使用内容」によっても、その価値が変動しない状態（いわゆるスクラップ状態）にあるものとする。
※　事故車両を想定した救助訓練を実施するため、ドア、フロント等の凹み、ドアミラー、バンパーの欠損、窓ガラスの軽微な割れは可とするが、ドアや窓ガラスが取り除かれている状態は不可とする。

２　納入場所
　　京都市消防学校
　　京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内２１－３

３　訓練車両の搬入及び搬出並びに設営
搬入については、令和７年１２月２２（月）から令和８年２月６日（金）までの間の１日で実施するものとし、詳細日程については、詳細等が決定次第、後日連絡するもの。また、搬出についても搬入同様に、令和８年３月１６日（月）から同年３月１８日（水）までの間の１日で実施するものとする。
なお、搬入及び搬出並びに設営に当たっては、当局職員の指示に従って行うこと。

４　訓練車両の使用内容
　⑴　エンジンカッター、油圧式破壊器具等による天井及びドア部等の切断
　⑵　ウインドウポンチ等による各ウインドウガラスの破壊

５　その他
　⑴　受注者は契約成立後、速やかに使用車両等について当局と打合せを行うこと。
　⑵　訓練車両の搬入及び搬出並びに設営に当たっては、危害防止に十分留意するとともに、第三者に損害を与えた場合にあっては、受注者の責任において補償を行うこと。
　⑶　訓練車両の燃料は抜いておくこと。

